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6月 30日（水）から、  島屋11店舗で初めて  

Suicaがご利用いただけるようになります 

～百貨店では、最大規模のSuica導入～
 

 
 
 

 
 
 
 
株式会社   島屋（代表取締役社長：鈴木 弘治、以下「  島屋」）と東日本旅客鉄道株式会社（代
表取締役社長：清野 智、以下「JR東日本」）は、お客さまの利便性の向上を図るため、このたび2010
年6月30日から、首都圏の  島屋11店舗の食料品売場(新宿店では各階)でSuicaがご利用いただけるよ
うになります。 
 
今回Suicaを導入する11店舗は、ＪＲ線をアクセス手段にしている店舗が多く、Suicaとの親和性が
高いため、  島屋では、普段Suicaをご利用いただいている方々を新規顧客として獲得することに取
り組みます。また、小額決済でレジ使用の頻度が高い食料品売場においては、スピーディな決済の実
現によりお買物時間の短縮がなされ、お客さまの利便性向上が図れると考えます。この２点のメリッ
トを最大限に活用し、営業力のさらなる強化につなげてまいります。 
また、JR東日本では、Suicaのご利用いただける場が百貨店に本格的に広がることで、Suica利用者層の
裾野拡大につながると考えます。 
 
今回のSuica導入にあたっては、両社が参画し日本百貨店協会で定めた電子マネー導入スキームを
百貨店として初めて活用した、百貨店では最大規模のSuica導入となります。 
 
島屋とＪＲ東日本は、今回の取り組みによって生活に密着したサービスの展開を行い、お客さま

の利便性の向上を目指します。 
 
（※）ご利用可能店舗は以下のとおりです。 
東京店、新宿店、玉川店、立川店、横浜店、港南台店、大宮店、柏店、高崎店、 
タカシマヤフードメゾンおおたかの森店、タカシマヤフードメゾン新横浜店 
※Suicaを導入する店舗では、PASMO、Kitaca、TOICA、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけんもご利用いただけます。 

 
【Suica基礎情報（2010年5月末現在）】 
・発行枚数     約3,253万枚 （うち電子マネー対応カード 約3,010万枚） 
・利用可能店舗数  約98,540店舗 
・１日あたりの取扱い件数 ･･･ 最高 約202万件 （PASMO、Kitaca、TOICA、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけんを含む） 
（「Suica」は JR 東日本の登録商標です/「PASMO」は(株)パスモの登録商標です/「Kitaca」は JR 北海道の登録商標です/「TOICA」は JR 東海の登録商標です/

「ICOCA」は JR西日本の登録商標です/「SUGOCA」は JR 九州の登録商標です/「nimoca」は西日本鉄道㈱の登録商標です/「はやかけん」は福岡市交通局の登

録商標です) 

   

 

◇2010年6月30日（水）から、首都圏の   島屋11店舗（※）の食料品売場を中心にSuicaがご利用いた

だけるようになります。 

◇対象店舗でSuicaがご利用いただけることにより、  島屋では『新規顧客の獲得』と食料品売場における 

『お客さまの利便性向上』、JR東日本ではSuica利用者層の裾野拡大につなげます。 

◇百貨店としては、最大規模のSuica導入となります。 


